
   綾瀬市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱  

 

(目的) 

第１条 この要綱は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基

づく身体障害者手帳の交付対象とならないため、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「障害者総合支援法」という。）第７６条に規定する補装具費支給の対象

とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の

向上を支援するため、補聴器購入等に要する費用の一部を助成することに

より、軽度・中等度難聴児の福祉の向上に資することを目的とする。 

(助成対象児) 

第２条 助成を受けられる対象児は、次の各号の全てを満たす児童とする。 

(1) 交付申請日において市内に住所を有する１８歳未満の者であること。 

(2) 聴力レベルが両耳とも原則として３０デシベル以上であって、聴覚障

害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならないこと。  

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的

治療により聴力が回復する見込みがないこと。 

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると別表

に掲げる医師が判断した者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、障害者総合支援法第７６条第１項ただし書に

該当する場合又は労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）その

他の法令の規定に基づいて補聴器購入費等の助成を受けられる場合は、助

成対象外とする。 

(対象経費) 

第３条 助成対象となる経費は、補聴器の購入又は修理に要する費用とする。 

(助成基準等) 

第４条 助成対象となる補聴器の名称、基本構造、価格、耐用年数等は「補

装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」（平成１８

年９月２９日厚生労働省告示第５２８号。以下「支給基準」という。）の

別表の１（購入基準）の（５）の補聴器の項に掲げる補聴器（付属品を含



む）とする。ただし、同表中「高度難聴用」とあるのは「軽度・中等度難

聴用及び高度難聴用」と読み替えるものとする。 

２ この助成金の支給に当たっては補聴器の購入又は修理に要する経費と

して市長が認める額と、支給基準第３項又は第４項を準用して算定した額

とを比較して少ない額とする。 

３ 補聴器の助成は、装用効果の高い片側に装用する補聴器を対象とする。

ただし、教育及び生活上等特に必要と認めた場合は、両側の耳に装用する

補聴器を対象とすることができる。 

(助成額) 

第５条 助成額は、前条に定める額の３分の２とし、円未満の端数が生じた

場合は円未満を切り上げた額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成対象児の保護者が次のいずれかに該当す

る場合は、前条に定める額全額を助成する。 

(1) 申請を行う月の属する年度（申請日が４月から６月までの場合は、前

年度）分の市町村民税非課税世帯に属する場合 

(2) 生活保護受給世帯に属する場合 

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）の規定による支援給付を受けている世帯に属する場合 

 (申請) 

第６条 助成金の交付を受けようとする児童の保護者（以下「申請者」とい

う。）は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書（第１号

様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付して、市長に申

請しなければならない。 

(1) 別表に掲げる医師が助成対象児の聴力検査を実施して交付した軽

度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書（第２号様式。以

下「意見書」という。） 

(2) 意見書に基づき、補聴器販売（修理）事業者が作成した見積書 

(3) その他、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定に関わらず、修理費に係る助成の申請にあっては、市長が認



めた場合に限り、意見書の添付を省略することができる。 

(交付決定) 

第７条 市長は、前条に規定する申請書及び添付書類を審査した結果、助成

金を交付することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等

助成金交付決定通知書（第３号様式。以下「決定通知書」という。）及び

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券（第４号様式。以下「助成券」

という。）を、申請を却下することを決定した場合は、軽度・中等度難聴

児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書（第５号様式）を交付するも

のとする。 

(補聴器の購入) 

第８条 助成の決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、決定通

知書を事業者に提示し、補聴器を購入又は修理するものとする。 

２ 助成決定者は、補聴器の納品があったときは、助成券に氏名及び受領年

月日等を記入し、受領印を押印した上で事業者に提出するものとする。  

(費用負担等) 

第９条 市長は、助成額を助成決定者に代わって事業者に支払うものとする。 

２ 助成決定者は、補聴器の購入又は修理の価額から助成額を差し引いた額

を事業者に支払うものとする。 

(助成金の請求) 

第１０条 事業者は補聴器の納品後、請求書に助成券を添えて、助成額を市

長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成額を速やかに支払

うものとする。 

(助成金の返還) 

第１１条 市長は、次の各号に該当するときは、助成決定者に助成金の一部

又は全部の返還を求めることができる。  

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。  

(2) 補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したと

き。 

(関係帳簿の整理) 



第１２条 市長は、助成金の支給に当たって、軽度・中等度難聴児補聴器購

入等助成金支給台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。  

(その他) 

第１３条 この要綱に定めのない事項については、原則として補装具支給規

準及び「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について（平成３０

年３月２３日付け障発０３２３第３１号厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部長通知）の別添、補装具費支給事務取扱指針を準用するものとする。 

  (委任)  

第１４条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

（綾瀬市寡婦（夫）控除のみなし適用に関する実施要綱の一部改正） 

２ 綾瀬市寡婦（夫）控除のみなし適用に関する実施要綱（平成２８年１月

１日施行）の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略 

（綾瀬市障害福祉サービス等の事業に係る寡婦（夫）控除のみなし適用に

関する利用者負担助成等実施要綱の一部改正） 

３ 綾瀬市障害福祉サービス等の事業に係る寡婦（夫）控除のみなし適用に

関する利用者負担助成等実施要綱（平成２８年１月１日施行）の一部を次

のように改正する。 

   〔次のよう〕略 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月２２日から施行する。 

附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  



２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱（以下「旧要綱

」という。）の規定に基づき決定された助成金等の支給については、なお

従前の例による。  

３ 旧要綱の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整を

して使用することができる。  

 

別表（第２条、第６条関係） 

身体障害者福祉法第１５条第１項に基づく指定医（聴覚障害に係るものに

限る） 

障害者総合支援法第５９条第１項に基づく指定を受けた指定自立支援医

療機関の医師（一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会から耳鼻咽喉科専門医の

認定を受けた医師に限る） 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書  

 

       年   月   日 

（宛先）綾瀬市長 

住所 綾瀬市 

申請者 氏名              

電話番号 

対象者との続柄 

 

次のとおり軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成（購入・修理）の交付

を申請します。 

費用負担の算定に当たり、申請者及び申請者と生計を一にする者の課税状

況を課税台帳により確認することに同意します。  

 

 

対象者 

住  所  

綾瀬市 

ふりがな 

氏  名 

 

生年月日        年   月   日 

購入（修理）希望の 

補聴器の名称 

 

希望する業者名  

 

 

 

 

 

世帯員の状況 

氏名 年齢 続柄 備考 

 

 

  課・非 

 

 

  課・非 

 

 

  課・非 

 

 

  課・非 

該当する所得区分 生活保護 ・ 低所得 ・ 一般 ・ 一定所得以上 

代理受領にかかる

委任 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金について、

事業者に対し受領権限を委任いたします。  

 

                      



第２号様式（第６条関係）

年　　　月　　　日

 ふりがな 　生年月日 　年　　月　　日 歳. 男　・　女

　住所

 １　感音性難聴（　右　・　左　）　２　伝音性難聴（　右　・　左　）

 ３　混合性難聴（　右　・　左　）　４　その他（　　　　　　　　　　　）

年　　　　　月　　　　　日

 《治療経過・現在の障害状況・補聴器を必要とする理由等》

 原因 鼓膜の状態は具体的に記載

（耳漏の有無、混濁、石灰化、穿孔等あれば、その形状も含めて記載する。）

 １　軽度・中等度難聴用ポケット型  ＃オージオメーターの形式（　　　　　）

 ２　軽度・中等度難聴用耳かけ型 　装用  ＃聴力（聴力レベル）

 ３　高度難聴用ポケット型 　　右：　　　ｄB 　　左：　　　　ｄB

 ４　高度難聴用耳かけ型 　１　右耳  ＃《オージオグラム》

 ５　重度難聴用ポケット型 　２　左耳

 ６　重度難聴用耳かけ型 　３　両耳※

 ７　骨導式ポケット型※

 ８　骨導式眼鏡型※

 ９　耳あな型（レディメイド）※

 10　耳あな型（オーダーメイド）※

　その他、特に必要なもの※

 １　イヤーモールド

 ２、ＦＭ補聴システム

 ３、

 ＃言語明瞭度（右　　％）（左　　　％）

 使用効果見込み （補聴器の装用により期待できる言語習得やコミュニケーション能力向上の見込みについて記入すること。）

 上記のとおり意見する

年　　　月　　　日

医 療 機 関 名

所 在 地

診 療 科 名

医 師 氏 名 印

指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法第15条第１項の規定により知事が指定した医療機関の医師に限る。

現
　
症

医
　
学
　
的
　
診
　
断

補
　
装
　
具

処
　
　
　
方

適応理由（特に必要な理由）上記※を処方する場合は必ず記入

（両耳の装用は教育
上、生活上特に必要と

認めた場合のみ対象。
適応理由を記入するこ
と。）

（治療により聴力回復が見込める中耳炎等の急性疾患による一
時的な聴力低下は本事業の助成対象外。）

　難聴の種類

氏
 
名

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書

疾病・外傷発生年月日

 



第３号様式（第７条関係） 

 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書 

年   月   日 

             様 

 

綾瀬市長      印     

 

申請のありました軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金の交付につい

て、次のとおり決定しましたので通知します。  

助成番号  

 

助成決定日  

対象者 住所  

 

氏名  

 

生年月日  

 

事業者名 名称  

 

所在地  

 

電話番号  

 

基準額 見積額 利用者負担額 助成金交付額 

 

 

   

注意事項 補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担

保に供することは固く禁じられています。違反した場合

は、費用の全部又は一部を返還してもらうことがありま

す。 



第４号様式（第７条関係） 

 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券 

 

助成番号  

 

助成決定日  

対象者 住所  

 

氏名  

 

生年月日  

 

保護者氏名  

 

用 具 の

名称 

 

 

備考  

事業者 名称  

 

所在地  

 

基準額 見積額 利用者負担額 助成金交付額 

 

 

   

 

上記のとおり決定する。 

 

     年  月  日 

 

綾瀬市長         印  

 

受領年月日 

 

 

          

       年   月   日 

受領者氏名 

 

 

 

      

続柄 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書 

 

  年   月   日 

 

             様 

 

綾瀬市長      印    

  

申請のありました軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金につきまして

は、審査の結果、次の理由により却下することに決定しましたので通知しま

す。 

 

【理 由】 

 

 

 


